
ハローワークの職業相談・職業紹介サービスのご利用にあたって

ハローワークの職業相談・職業紹介サービスを利用する際は、
以下の事項にご留意ください。

全体版は
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窓口利用に当たっての注意事項

プライバシー
ポリシー

※ハローワークインターネットサービスなどの個別のサービスについて、別途利用規約等へ
の同意が必要である場合もありますので、各サービスの利用に際しては、個別に確認をお
願いします。

●ハローワークでは、求職者に対してその能力に適合する職業を紹介し、求人者に対してその雇用条件に
適合する求職者を紹介します。

●求職情報の公開を希望する場合、公開情報の自由記述欄に個人情報や誹謗中傷など他者の権利を侵害す
る情報等の問題のある内容がないかなど、特に注意してください。
　これらの問題を把握した場合、予告なく求職情報の公開を停止することがあります。

●求職情報を公開すると、ハローワークから求人者にのみ提供する場合があります。
　また、求人者マイページを開設している求人者から検索・閲覧が可能となります。

●自由記述欄を含め、求職情報の公開内容の責任は求職者自身にあり、公開内容により生じた不利益につ
いては、自ら責任を負うことになります。

●ハローワークから職業紹介を受けた後、何らかの理由で応募を辞退する場合は、必ず事前に、ご自身で
求人者とハローワークにご連絡ください。

●ハローワークは、職業紹介をより効果的に実施できるよう、求職者に向けた多様な支援サービスを用意
しています。
　提供する支援サービスは、職業相談を通じて把握した求職者の方の状況や課題、労働市場の状況といっ
た地域の実績等をふまえ、就職のために必要と認められるものの中から、効果を勘案して提供させてい
ただきます。　

●ハローワークでは、職業相談・職業紹介の窓口で、混雑状況や予約状況等を勘案し、相談・紹介に一定
の上限時間を設けたり、待ち時間が生じる場合があります。

●利用者の皆さまには、十分な相談時間をとって対応していますが、利用者が多数の場合は、予約相談等
の計画的な利用をご案内することがあります。特に電話については、窓口の混在状況やご相談の内容等
を勘案し、一定の上限時間を設ける場合がありますので、ご了承ください。

●ハローワークでは、政府の行う無料の職業紹介事業として提供するサービスの円滑な
運営、その他厚生労働省職業安定局と人材開発統括官、都道府県労働局とハローワー
クが行う業務の遂行に必要な範囲で、利用者の情報を収集し、保管、使用します。　

●具体的な収集する情報の範囲、使用目的と使用する範囲、使用と提供の制限、安全確
保の措置、適用範囲等は別途「プライバシーポリシー」を参照してください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１. ハローワークのサービス
ハローワークでは、みなさんが再就職を実現されるまで、就職に関する様々な相談をお受けしています。
主なサービスの内容は下記のとおりです。

・職業相談をご希望の方は、ハローワーク受付票を受付にご提出ください。
・初めての方や一定期間ハローワークを利用されていない方は「求職申込み」が必要ですので、受付まで

お申し出ください。
・お仕事探しについては、全国どこのハローワークでもご利用できますが、雇用保険関係の手続き、職業

訓練のお申し込みは、原則ご自分の住所を管轄するハローワークとなります。
・在職中の方やお子さんを預けて相談に来られる方など、相談日時の予約について、お気軽にお問い合わ

せください。
・自宅等からオンラインによる職業相談を行っていますので、希望される方はお問合せください（予約制）。 

・どういう仕事に就いたらいいのか決められないときは、相談を進めながら一緒に仕事をお探しします。
・希望する求人の条件（学歴や資格、経験等）とマッチしていないときなどは、応募可能かどうかを求人

事業所に確認します。
・就職に関して悩みや課題を抱えている方等には、担当制によるきめ細かな就職支援を行っています。
・スキルアップのための職業訓練の相談、あっせんを行っています。（「13.ハロートレーニング（公的職

業訓練）について」（ｐ.19）を参照してください。）
・応募したい会社が決まったら、ハローワークが面接日時の調整をします。その際にハローワークから

「紹介状」をお渡ししますので、指定された面接日にご持参ください。

・ハローワークには、ご自分で求人を検索できる来所者端末を設置していますので、全国のハローワーク
で公開されている求人の中から、希望条件を選択して絞り込むことができます。

・利用方法がわからない場合であっても、窓口で相談しながら希望条件に合った求人を一緒にお探ししま
す。利用時間はハローワークの利用時間と同じです。

　（「15.県内ハローワーク（公共職業安定所）の所在地と利用時間」（p.22）を参照してください）

・職業相談窓口で応募書類（履歴書・職務経歴書）の書き方の
　アドバイスや添削を行っておりますので、ご希望の方はお申し出ください。

・各ハローワークでは、就職活動に役立つセミナーを開催しています。
・「自己理解・自己分析」「面接の受け方」「履歴書・職務経歴書の書き方」
　「職業訓練」など、さまざまな内容のものを開催しています。
　　　　　　　　滋賀労働局ホームページの「イベント情報一覧」はコチラをタップ

・職業相談は認定日でも認定日以外の日でも受けることができますので積極的にお越しください。
・再就職手当等の就職促進給付を上手に活用しましょう。（詳しくは、雇用保険部門にお尋ねください。）
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